
～ 長崎県以外の私立高等学校等に 

在学している生徒の保護者の皆様へ ～ 

 

 
 
 
 
 
長崎県では、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、低所得世帯

の保護者に対し、授業料以外の教育費負担を軽減するために、奨学給付金を支給します。 

今回は、特に入学時の負担が大きい新入生に対する一部給付の前倒しの案内です。 

 

１．支給要件 

■令和７年４月 1日現在において、次のすべての要件を満たしていること 

①平成26年4月１日以降に高等学校等に入学した生徒で、高等学校等就学支援金又は

専攻科の生徒は高等学校等修学支援事業費補助金の支給対象要件に該当しているこ

と（授業料全額減免のため受給していない場合を含む。） 

②保護者が長崎県内に住所を有すること 

③保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税、生活保護（生業扶

助）受給世帯、もしくは令和７年４月 1 日までに保護者の失職等による家計急変で道府

県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税に相当する世帯であること 

 

※上記支給要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は支給対象となりませ

ん 

・令和７年４月1日現在、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金につい

て（令和５年５月１０日こ支家第４７号）」による措置費等の支弁対象となる高校生等

であって、見学旅行費又は特別育成費（母子生活支援施設の高校生等を除く。）が措

置されている場合 

・他の都道府県から奨学のための給付金を受給する場合 

・道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯の判定において、保護者の全

員又は一部が道府県民税及び市町村民税の賦課期日（１月１日）に日本国内に在住

していない等の理由により、道府県民税所得割及び市町村民税所得割額が確認でき

ない場合 

 

 

 

 

       令和７年度  ※新１年生のみ対象 

長崎県私立高等学校等奨学給付金について（早期給付） 



２．支給金額 

区分 

高校生等１人あた

りの給付額（年

額） 

今回支給額(１/４) 支給対象経費 

生業扶助受給世帯の高校

生等 

（専攻科を除く） 

５２，６００円 １３，１５０円 

授業料以外の

教育に必要な経

費 

道
府
県
民
税
所
得
割
及
び
市
町
村
民
税
所
得
割

非
課
税
世
帯 

（
生
業
扶
助
受
給
世
帯
を
除
く
。） 

通信制の高校

生等 
５２，１００円 １０，３２５円 

通信制以外 

の高校生等 
１５２，０００円 ３８，０００円 

 

※７月～翌年３月分に相当する額については、７月１日現在の状況に基づき支給の判断を

行うため、改めて申請が必要です。(７月１日現在、支給の対象でなかった場合も、４～６

月分の返還を求めることはありません。) 

 

３．申請方法 

■次の提出書類を郵送又は持参により、直接、長崎県総務部学事振興課へ提出してくださ

い。 

■申請書等の様式は、長崎県総務部学事振興課のホームページからダウンロードしていた

だくか、長崎県総務部学事振興課あてに請求してください。 

県 HP検索方法 

  【組織で探す】→【学事振興課】→【長崎県私立高等学校等奨学給付金】 

 
 
 
 



４．提出書類 

■申請書の記入にあたっては、申請書に添付されている「記入上の注意」をご覧いただき

記入例を参考のうえ、記入もれや押印もれがないようにご注意ください。 

 なお、家庭状況に応じて記載書類の他に添付書類を求める場合がございますのでご了承

ください。 

 

１．生活保護（生業扶助）受給世帯の高校生等 

 

ア 長崎県私立高等学校等奨学給付金支給申請書（様式第１号） 

  ・保護者等に長崎県外に住所を有する者が含まれる場合は、長崎県内に住所を有す

保護者等が申請すること 

イ 在学証明書（様式第２号） 

ウ 生活保護（生業扶助）受給証明書 （ 原 本 ） 

・続柄の記載があるもの 

・令和７年４月１日以降に発行されたもの 

  ・学校長の原本証明があれば、写しでも可 

エ 通帳の写し 

・申請者名義の口座 

・口座振込先の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が記載され

ているページの写し 

 

２．令和６年度道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税世帯の高校生等 

 

ア 長崎県私立高等学校等奨学給付金支給申請書（様式第１号） 

  ・保護者等に長崎県外に住所を有する者が含まれる場合は、長崎県内に住所を有する

保護者等が申請すること 

イ 在学証明書（様式第２号） 

ウ 保護者等全員の令和６年度（令和５年中の所得）の所得課税証明書、非課税 

証明書等 （ 原 本 ） 

    ・学校長の原本証明があれば、写しでも可 

・自営業などの場合は、「市町村民税・県民税の納税通知」でも可 

エ 住民票謄本（ 原 本 ） 

   ・住民票は筆頭者及び続柄を記載したものを添付すること 

  ・学校長の原本証明があれば、写しでも可 

オ 通帳の写し 

・申請者名義の口座 



・口座振込先の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が記載され

ているページの写し 

  カ その他知事が必要と認める書類 

・（入学時に成人年齢を超えている場合）扶養誓約書（第1号様式） 

 

３．保護者の失職等により収入が減少し、 道府県民税所得割及び市町村民税所得割が

非課税である世帯に相当すると認められる世帯の高校生等（家計急変） 

 

ア 長崎県私立高等学校等奨学給付金支給申請書（様式第１号） 

イ 在学証明書（様式第２号） 

ウ 保護者等全員の収入が減少し、道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課

税である世帯に相当することが確認できる書類 

  ①保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類(離職票、雇用保険受給資格者

証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出など) 

②家計急変後の収入を証明する書類（会社作成の給与見込、直近の給与明    

   細、税理士又は公認会計士の作成した証明書類など） 

③保護者等全員の令和６年度（令和５年中の所得）の所得課税証明書 

④その他知事が必要と認める書類 

  （保護者等の扶養親族の人数・年齢を確認するための書類等） 

   ※添付する書類については、個別にご相談ください。 

エ 住民票謄本（ 原 本 ） 

   ・住民票は筆頭者及び続柄を記載したものを添付すること 

   ・学校長の原本証明があれば、写しでも可 

オ 通帳の写し 

・申請者名義の口座 

・口座振込先の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が記 

載されているページの写し 

 

５．提出期限   令和７年５月３０日（金）必着 
 
６．支給方法等 
■支給の可否を決定・通知後、保護者等の口座に振り込みます。（８月頃を予定） 

 

７．問い合わせ先 
長崎県 総務部 学事振興課 
〒850-8570  長崎市尾上町３－１ 



TEL 095-895-2282  FAX  095-895-2547 

 


